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最低賃金の大幅引き上げによる改善を求める意見書  

 

ワ ー キ ン グ プ ア と 称 さ れ る 働 く 貧 困 層 の 増 大 が 社 会 問 題 と な っ て

久 し く な り ま す 。  

2017年 度 の 年 収 20 0万 円 以 下 の 労 働 者 は 、 1,8 28万 人 ・ 雇 用 労 働 者

の 33 .5％ に ま で 増 大 、 非 正 規 労 働 者 数 も 37. 3％ に ま で 増 大 し て い ま

す （ 総 務 省 統 計 局 労 働 力 調 査 平 成 29年 平 均 （ 速 報 ） よ り ） 。  

現 在 東 京 都 の 最 低 賃 金 は 時 間 額 9 85円 と な っ て お り 、 週 4 0時 間 ・

年 50週 （ 年 末 年 始 及 び ５ 月 連 休 を 除 く ） を 働 く 労 働 者 の 場 合 、 年 収

197万 円 ・ 月 収 約 1 6 4,00 0円 と な り ま す 。  

憲 法 25条 は 「 す べ て 国 民 は 、 健 康 で 文 化 的 な 最 低 限 度 の 生 活 を 営

む 権 利 を 有 す る 」 こ と を 保 障 し て い ま す が 、 非 正 規 労 働 者 を 初 め と

す る 多 く の 低 賃 金 労 働 者 は ダ ブ ル ワ ー ク や ト リ プ ル ワ ー ク で や っ と

生 活 を 維 持 し 、 「 年 金 掛 金 が 払 え な い 」 「 国 民 健 康 保 険 税 が 払 え な

い 」 「 病 気 に な っ て も 医 者 に か か れ な い 」 と い う 悲 痛 な 声 が 労 働 組

合 に 寄 せ ら れ て い ま す 。  

最 低 賃 金 は 、 ８ 時 間 働 け ば 誰 も が 憲 法 25条 に 定 め る 生 活 が で き る

生 計 費 を 保 障 す る 水 準 に 改 善 さ れ る べ き で す 。  

こ の 数 年 、 最 低 賃 金 は 毎 年 10円 の 単 位 で 改 善 さ れ て は い ま す が 、

速 や か に 時 給 1 ,50 0円 と な る よ う 改 善 を 求 め ま す 。  

政 府 も 、 「 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が 賃 上 げ し や す い 環 境 を 整 備

す る た め 、 生 活 衛 生 業 な ど 最 低 賃 金 の 引 上 げ に よ る 影 響 が 大 き い 業

種 を 対 象 に 、 生 産 性 や 収 益 向 上 の た め の 相 談 事 業 を 実 施 す る と と も

に 、 下 請 中 小 企 業 振 興 法 に 基 づ く 振 興 基 準 の 徹 底 に よ り 、 親 事 業 者

が 下 請 事 業 者 か ら の 労 務 費 上 昇 に 係 る 取 引 対 価 見 直 し の 協 議 要 請 に

応 じ る こ と を 促 す な ど の 取 組 を 行 う 」 （ 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本

方 針 201 8） と 述 べ て い ま す 。  

よ っ て 、 武 蔵 野 市 議 会 は 貴 職 に 対 し 、 最 低 賃 金 の 大 幅 引 き 上 げ に

よ る 改 善 を 求 め る た め 、 下 記 事 項 を 要 望 し ま す 。  

 

記  

 

 １  法 定 労 働 時 間 の 労 働 で 健 康 に し て 文 化 的 な 最 低 限 度 の 社 会 生 活

が で き る 賃 金 を 保 障 す る た め 、 最 低 賃 金 を 大 幅 に 引 き 上 げ る こ と 。  

 ２  最 低 賃 金 引 き 上 げ に 対 応 す る 賃 上 げ が 困 難 な 中 小 ・ 零 細 企 業 に

対 し 、 最 低 賃 金 の 引 き 上 げ に 対 応 で き る よ う 国 及 び 東 京 都 に よ る

支 援 を 行 う こ と 。  



 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します 。  

 

平成 31年３月  日  

 

武蔵野市議会議長  本間  まさよ     

 

内閣総理大臣  

厚生労働大臣  

東京都知事  

 

あて  


